
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
い
ま
す
。
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
に
、
氏
名
及
び
住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
団
体
名
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
所
在
地
）
並
び
に

意
見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
令
和
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
十
九

日
ま
で
に
奈
良
県
産
業
・
観
光
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
九
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

イ
ズ
ミ
ヤ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
広
陵
店

所
在
地

北
葛
城
郡
広
陵
町
大
字
安
部
二
一
五
番
三

二

変
更
の
あ
っ
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
変
更
前
）
名
称

（
仮
称
）
イ
ズ
ミ
ヤ
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
広
陵
店

所
在
地

北
葛
城
郡
広
陵
町
大
字
安
部
二
一
五
番
三

（
変
更
後
）
名
称

イ
ズ
ミ
ヤ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
広
陵
店

所
在
地

北
葛
城
郡
広
陵
町
大
字
安
部
二
一
五
番
三

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）名

称

住
所

代
表
者
の
氏
名

イ
ズ
ミ
ヤ
株
式
会
社

大
阪
市
西
成
区
花
園
町
一
丁
目
四
番
四

林

紀
男

号

未
定



（
変
更
後
）名

称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
イ
チ
・
ツ
ー

大
阪
市
西
成
区
花
園
町
一
丁
目
四
番
四

今
井

康
博

・
オ
ー
商
業
開
発

号

イ
ズ
ミ
ヤ
・
阪
急
オ
ア
シ

大
阪
市
北
区
角
田
町
八
番
七
号

林

克
弘

ス
株
式
会
社

株
式
会
社
オ
ー
・
エ
ン
タ

大
阪
市
中
央
区
西
心
斎
橋
二
丁
目
二
番

野
村

康
隆

ー
テ
イ
メ
ン
ト

三
号

株
式
会
社
Ｃ
Ｆ
Ｉ
Ｚ

大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二
丁
目
七
番
三

中
山

和
亮

〇
号

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ラ
ン
ド

堺
市
中
区
深
井
沢
町
三
二
三
一
番
地

越
前

尚
史

株
式
会
社
セ
リ
ア

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
八
番
地

河
合

映
治

株
式
会
社
ト
ミ
ヤ

大
阪
府
門
真
市
柳
田
町
二
番
五
号

富

一
人

株
式
会
社
パ
リ
ミ
キ

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
四

澤
田

将
広

番
三
号

株
式
会
社
フ
ロ
ー
リ
ス
ト

北
葛
城
郡
王
寺
町
明
神
四
丁
目
一
番
二

時
岡

功
二

ラ
ン

四

株
式
会
社
コ
コ
カ
ラ
フ
ァ

横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
三
丁
目
一
七
番

塚
本

厚
志

イ
ン
ヘ
ル
ス
ケ
ア

六
号



株
式
会
社
不
二
家

東
京
都
文
京
区
大
塚
二
丁
目
一
五
番
六

河
村

宣
行

号

マ
ル
シ
ェ
広
陵
株
式
会
社

北
葛
城
郡
広
陵
町
大
字
安
部
二
三
四
番

堀
川

李
延

地

三

変
更
年
月
日

令
和
五
年
六
月
六
日
ほ
か

四

届
出
年
月
日

令
和
五
年
九
月
四
日

五

縦
覧
場
所

奈
良
県
産
業
・
観
光
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
奈
良
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き

ま
す
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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